
議案第１８号 

 

新座市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

新座市老人福祉センター条例（昭和６３年新座市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  

（指定管理者による管理） 

第４条 センターの管理は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定により、指定管理者（同項に規定する

指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせる

ことができる。 

 

 

（休館日） 

第６条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、市長（第４条の

規定により指定管理者にセンターの管理を行

わせる場合にあっては、指定管理者）（以下

「管理者」という。）が特に必要と認めると

きは、センターの休館日を変更し、又は臨時 

に休館することができる。この場合において、 

指定管理者は、市長の承認を得なければなら

ない。 

 

（利用時間） 

第７条 センターの利用時間は、次のとおりと

する。 

名称 利用時間 

［略］ 

福祉の里老人

福祉センター 

午前９時３０分から午後

４時まで。ただし、７月

１日から９月３０日まで

の期間は、午前９時３０

分から午後５時までとす

る。 

２ ［略］ 

 

（指定管理者による管理） 

第４条 新座市老人福祉センター及び新座市第 

二老人福祉センターの管理は、地方自治法 

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、指定管理者（同項に規

定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行

わせるものとする。 

 

（休館日） 

第６条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、市長（新座市老

人福祉センター及び新座市第二老人福祉セン

ターにあつては、指定管理者）（以下「管理

者」という。）が特に必要と認めるときは、

センターの休館日を変更し、又は臨時に休館

することができる。この場合において、指定 

管理者は、市長の承認を得なければならない。 

 

 

（利用時間） 

第７条 センターの利用時間は、次のとおりと

する。 

名称 利用時間 

［略］ 

福祉の里老人

福祉センター 

午前９時３０分から午後

４時まで 

２ ［略］ 

 



（使用料） 

第１０条 センターの使用料は、無料とする。

ただし、第８条の管理者が特に必要と認める

ものの使用料は、市外に居住している者につ

いては、１日につき５００円とする。 

 

（職員） 

第１１条 センターに必要な職員を置くことが

できる。ただし、第４条の規定により指定管

理者に管理を行わせる場合は、この限りでな

い。 

（使用料） 

第１０条 センターの使用料は、無料とする。

ただし、第８条の管理者が特に必要と認める

ものの使用料は、市外に居住している者につ

いては、１日につき３００円とする。 

 

（職員） 

第１１条 福祉の里老人福祉センターに必要な

職員を置くことができる。 

  

附 則 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、第１０条の改正規定

及び次項の規定は、令和８年７月１日から施行する。 

２ 改正後の新座市老人福祉センター条例第１０条の規定は、前項ただし書に規

定する日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例

による。 

３ 指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行前におい

ても行うことができる。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

   提 案 理 由 

市外に居住している者に係る新座市老人福祉センター、新座市第二老人福祉セ

ンター及び福祉の里老人福祉センターの使用料の額を改定し、並びに福祉の里老

人福祉センターの管理を指定管理者に行わせるとともに、その利用時間を改めた

いので、この案を提出するものである。 


